
 

亀山市特定不妊治療費助成金について 

（着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療） 

 

着床前胚染色体異数性検査（ＰＧＴ－Ａ）を含む特定不妊治療で、ＰＧＴ－Ａについて公益社団法人日本産

科婦人科学会に承認されている保険医療機関で実施された先進医療について利用できる助成制度です。 

 

【対象となる治療】 

着床前胚染色体異数性検査（ＰＧＴ－Ａ）を含む三重県が規定する要件を満たす特定不妊治療で、 

ＰＧＴ－Ａについて公益社団法人日本産科婦人科学会に承認されている保険医療機関で実施された

治療（治療ステージ A～F）       

   ※次に掲げる経費は対象外となります。 

・食事に要した経費、入院費、凍結保存に係る経費、文書料等 

・夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療に係る経費 

・代理母（妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠でき

ない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入することにより当該第三者が

妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの）に係る経費 

・借り腹（夫の精子及び妻の卵子は使用できるが、妻が子宮を摘出したこと等により、妻が妊娠でき

ない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入することに

より当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの）に係る経費 

 

【助成上限額】  ３０万円（治療 C 及び F については１７万 5 千円） 

    

◎助成金の交付要件について 

【交付対象者】 

以下の①～⑤を満たす夫婦 

① 法律上婚姻している夫婦又は事実上の婚姻関係にある者（出生した子の認知を行う意向がある者に限る） 

② 医療保険法各法に規定する被保険者もしくは組合員またはその被扶養者 

③ 申請時に夫婦の双方又はどちらか一方が亀山市の住民基本台帳に登録があること 

④ 公益社団法人日本産科婦人科学会が認める不妊症・不育症に関する着床前胚染色体異数性検査（ＰＧ

Ｔ－Ａ）の承認医療機関において治療を受けたこと 

⑤ 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が 35 歳以上 43 歳未満である

こと 

⑥ 2 回以上の体外受精胚移植の不成功の既往を有する不妊症の夫婦、または、2 回以上の流死産の既往

を有する不育症の夫婦とする。ただし、夫婦のいずれかに染色体構造異常（均衡型染色体転座など）

が確認されている場合を除く 

※市税等の滞納がある場合は、助成対象外になることがあります。 

 

 

 

                                （裏面もご覧ください） 



【助成回数】    

１子当たり６回を限度とする。  

※県内他市町が助成した回数も通算する。  

 

【申請期限】    

治療終了日から起算して６０日以内                    

 

【助成方法】 

（１）次の書類を提出してください。 

① 亀山市特定不妊治療費助成事業申請書（着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療） 

② 亀山市特定不妊治療費助成事業受診等証明書（着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治

療 受診等証明書） 

③ 医療機関発行の領収書（原本が必要、コピー不可） 

④ 世帯全員の住民票（夫婦ともに亀山市民である場合は不要）（３か月以内に発行されたもの） 

⑤ 委任状 

⑥ 健康保険証または資格確認書（夫婦ともに必要） 

⑦ 戸籍謄本（３か月以内に発行されたもの） 

  ⑧ 婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書（夫及び妻が外国人で初めて申請する場合） 

⑨ 出生した場合の子の認知に関する意向書（事実上の婚姻関係の夫婦の場合） 

⑩ 事実婚関係に関する申立書（事実婚の場合にあって、両人の住所が異なる場合） 

⑪ 婚姻要件具備証明書又はこれに代わる書類（事実上の婚姻関係の夫婦で外国人の場合） 

 

（２）注意点 

・申請時には、振込口座の通帳、認め印をご持参ください。 

  ・申請書類の記入は、消せるボールペン、スタンプ（シャチハタ等）は使用できません。 

  ・申請に来所される前に、担当へご連絡いただきますようお願いします。 

 

【助成申請後の流れ】 

① 申請後、申請書の同意事項に基づき、必要な事項を調査します。 

② 申請額を確定します。 

③ 申請者の住所へ交付決定通知書、請求書を送付します。 

④ 決定通知書、請求書の内容を確認し、請求書に押印し、市の窓口へ提出してください。 

⑤ 請求書を提出後、１か月程度で申請時の指定口座に助成金を振り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ及び申請窓口】 

亀山市総合保健福祉センター「あいあい」⑩窓口 

子ども未来部 子ども総合支援課  

母子保健グループ 

電話：０５９５（９８）５００３ 

FAX：０５９５（８２）８１８０ 


